
本州四国連絡高速道路（株）入札監視委員会 審議概要

開催日及び場所 令和２年７月２８日（火） 本社１３Ｆ 会議室

出席委員 乗 鞍 良 彦（弁護士）

清 野 純 史（大学教授）

池 田 千 鶴（大学教授）

審議対象期間 令和元年１０月１日～令和２年３月３１日

抽出案件 抽出案件 ４ 件 件名

一般競争 １ 件 ・神戸管理センター管内電気需給

条件付一般競争 ２ 件 ・神戸淡路鳴門自動車道（特定更新

等）鳴門北ＩＣ橋塩害対策工事

・令和２年度坂出管内浄化槽発生汚

泥処理業務委託

指名競争 １ 件 ・八幡高架橋他４橋耐震補強工事

意見・質問 回答

委員からの意見・質

問、それに対する応 ・別紙のとおり ・別紙のとおり

答等

、 。委員会による意見の ・意見の具申 勧告はなかった

具申又は勧告の内容



別 紙

意見・質問 回答（説明を含む）

①入札方式別発注業務について説明

・ 特になし

②指名停止等運用状況について説明

・ 特になし

（ ）③一般競争 神戸管理センター管内電気需給

・ 電力の自由化が進んできた中で、前回の ・ 前回と同程度であった。

入札者数より増えているのか。

・ 予定価格が落札価格を大きく上回ってい ・ 予定価格を設定するための参考見積り

るがどのような理由があるか。 を入手できなかったため、一般的に公表

されている料金価格表に基づいて予定価

、 。格を算出した結果 落札価格と差が出た

④条件付一般競争 神戸淡路鳴門自動車道 特（ （

定更新等）鳴門北ＩＣ橋塩害対策工事）

・ 塩害が起こるのはこの橋梁の１カ所だけ ・ 他の箇所でも塩害は起こるため、他に

か。 も塩害対策工事を行っている。

・ 工事金額が少ないため応札者数が少ない ・ コンクリートの塩害を定期的に調査し

のではないかとのヒアリング結果の説明で ており、程度がひどい箇所から修繕を行

あったが、近くの同様の環境下にある箇所 っている。その中でもまとめられるもの

もまとめて行えば良いのではないか。 はまとめて行っているが、周囲１ｋｍ程

の距離にある箇所はすでに工事が終わっ

ていたため、この箇所だけの施工となっ

た。

。 、・ 入札から随意契約に移行した際の見積り ・ 回数制限は無い 予定価格を下回るか

回数に制限はあるのか。 業者が辞退するまで見積り合せを行う。

・ 小刻みで見積りを行えば落札率は高くな ・ そのとおりである。

るということか。

・ 入札参加資格の地理的条件は必要か。 ・ 会社設立当初から変わらない地理的条

件を設けている。地域の建設業者の受注

機会の確保のため、規模が小さいものは

地元業者が入りやすい環境も考慮してい



る。

・ あらかじめどのくらいの業者が参加可能 ・ システムで検索可能であるため、事前

か調べているか。 に確認している。

⑤条件付一般競争（令和２年度坂出管内浄化

槽発生汚泥処理業務委託）

「 」・ 坂出市の浄化槽汚泥収集運搬許可業者の ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

許可を受けているという地理的条件が付さ により、坂出市で発生した浄化槽汚泥

れているのはどのような理由からか。 （一般廃棄物）は坂出市の許可を受け

た業者でなければ収集運搬ができない

ため、地理的条件を設けている。

・ 参考見積書の作成依頼は、発注のどの段 ・ 入札広告より前の段階で行う。

階で行うか。

・ 予定価格と見積金額が同じであることに ・ 予定価格作成に当たっては、坂出市の

ついて、何か工夫の余地はないか。 許可業者のうち、あらかじめ能力がある

とわかって見積徴収に応じた業者から事

前聴取した最も安価な見積単価に予定数

量をかけた金額で算出した。結果、当社

が参考とした見積を提出した参加業者が

見積と同額で応札したため、予定価格と

同額となったと思われる。

（ ）⑥指名競争 八幡高架橋他４橋耐震補強工事

・ 予定価格はどのような方法で積算したの ・ 積算方法が決まっている項目は標準積

か。 算を、業者の見積りを採用する項目は見

積活用方式を取り入れている。

・ 橋梁の耐震補強工事が不調になることが ・ 現在、日本国内中で耐震補強を行う必

、 、多いのはなぜか。 要があり その期限も決まっているため

工事が可能な業者が限られている状態で

ある。また、２年前に岡山県と広島県で

大規模な災害があり、地元業者が手をと

られていることも関係している。

・ 協議合意方式の場合、最も低い価格で入 ・ 最も低い価格で入札した者と合意出来

札した者から協議を行い、合意に至らない なかった場合は、その時点で終了する。

場合は次に低い価格だった者という形で進

めるのか。

・ 特例規程の協議合意方式で協議する際は ・ 予定価格内に収めることが基本である

項目ごとに、それ以外の契約方式で随意契 ため、特例規程で予定価格（契約参考価



約に移行する場合は総額で確認している 格）を上回る場合は、細かく内容を確認

が、使い分けている理由はあるか。 するようにしている。

⑦グループ会社の外注状況の確認

・ 特になし。


